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株主の皆さまへ

第41期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示情報

・参考書類
マックスバリュ北海道株式会社の2019年度2月期に係る計算書類等

・事業報告
新株予約権等に関する事項
業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
会社の支配に関する基本方針

・計算書類
株主資本等変動計算書
個別注記表

２０１９年４月２６日

法令及び当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.aeon-hokkaido.jp/corporation/ir/stock_05.html）に
記載することにより、株主の皆さまに提供したものとみなされる情報です。

表紙
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マックスバリュ北海道株式会社の2019年度２月期に係る計算書類等

事 業 報 告

(2018年 3 月 1 日から
2019年 2 月28日まで)

1.　会社の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果

　当事業年度における経営環境は、企業収益や雇用環境の改善が続き、緩やかな景気回復の傾向が
みられるものの、海外における政治、経済の不確実性等の影響により先行きはなお不透明な状況に
あります。また、当社の属する北海道のスーパーマーケット業界では、お客さまの生活防衛意識が
依然高く、節約・低価格志向が継続するとともに、人口減少によるマーケットの縮小や業態を超え
た競争は一層激しさを増し、厳しい経営環境が続いております。
　このような環境の下、当社はお客さま満足の実現に向けて「基本の徹底と変化への対応」をスロ
ーガンに掲げ、変化するお客さまニーズに対応した品揃え、売場づくり、サービスの提供を行い商
圏シェアの拡大に取り組んでおります。
　新規出店および大型改装では、２店舗の新規出店と６店舗の大型改装を実施いたしました。新規
出店として、８月に「マックスバリュ北１条東店」（札幌市中央区）、11月に「マックスバリュ月
寒西店」（札幌市豊平区）を開店いたしました。都市部における限られた敷地で、お客さまが買い
回りし易い売場の配置にするとともに、商圏の特性やお客さまのニーズに対応して、簡便、即食、
健康を意識した商品やこだわり商品の品揃えを充実いたしました。また、都市型のライフスタイル
に対応すべく、店舗２階にゆっくりおくつろぎ頂けるイートインスペースを併設し、多くのお客さ
まにご利用いただいております。大型改装では、お客さまが買い回りし易い売場の配置に変更し、
老朽化した設備の入れ替え等を実施するとともに、ご要望の多い手早く調理が出来る商品や健康志
向に対応した商品の品揃えの充実を図りました。
　商品・営業面では、お客さまの節約・低価格志向にお応えすべく購買頻度の高い商品の価格訴求
を行ってまいりました。特に低価格でご提供する販売企画「安い値!」では、野菜の販売を重点的に
行うとともに、毎週実施の曜日市や毎月恒例の「お客さま感謝デー」等の販売強化を実施してまい
りました。また、リニューアルされたイオンのブランド「トップバリュ」を積極的に売場展開し、
販売強化を実施してまいりました。さらに、商品力向上の取り組みとして、野菜の鮮度向上に取り
組み、朝に収穫したレタスやとうもろこしを「今朝採れ野菜」として販売することや商品を限定し
て産地から直接自社センターに入れ店舗に納品する物流の見直しを実施してまいりました。
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　客数増加の取り組みでは、デジタル販促企画として札幌市内のマックスバリュ店舗を対象とした
割引クーポンの配布企画や、ザ・ビッグ店舗においてLINEアプリに登録いただいたお客さまへチラ
シを配信するサービスを開始し、登録件数が毎月増加しております。今後も効果検証を行い、客数
増加に結び付く対策を実施してまいります。
　人事・教育面では、ダイバーシティの取り組みとして、当事業年度から新たに、技術習得を目的
とした外国人技能実習生の受け入れを行い、ベーカリーや惣菜商品の製造に取り組んでいただいて
おります。さらに、「働き方改革」への取り組みとして、有給休暇、育児休暇の取得推進を行い、
子育て支援サポート企業として厚生労働大臣の認定「くるみん」を2018年４月に取得いたしまし
た。今後も働きやすい職場環境の整備を推進してまいります。
　リスクへの取り組みでは、食品表示、衛生管理、労務管理、防災管理に係る内容を重点実施項目
として、毎月の店長会議や、商品部員会議、売場担当者会議を通じての教育機会を増やすことで個
人のスキルアップとリスクマネジメント体制の基盤固めに努めてまいりました。
　これらの取り組みにより、売上高は、1,274億99百万円（前期比102.7%）、客数は前期比100.1%、
客単価は同102.6%となりました。既存店の売上高については、前期比100.7％、客数は同98.7％、
客単価は同102.0％となりました。また、売上総利益は281億17百万円（前期比103.2％）となり、
売上総利益率は、商品の値引きの減少等により前期より0.1ポイント改善し22.1％となりました。
　販売費及び一般管理費は、285億63百万円（前期比102.7％）となりました。これは主に人時単
価の上昇による人件費の増加、燃料調整単価の変動による電気料金の増加および新規出店や大型改
装投資等によるものであります。なお、2018年９月６日に発生した平成30年北海道胆振東部地震
等の影響による商品の廃棄や店舗設備等の修繕費用を災害による損失として７億40百万円を特別
損失に計上し、当事業年度までに確定した受取保険金７億円を特別利益に計上いたしました。その
他、特別損失として減損損失等を計上したことにより当期純利益は４億53百万円(前期比91.9％)と
なりました。
　以上の結果、当事業年度の業績は下記の通りとなりました。

営業収益 1,292億81百万円 (前期比102.6％)
営業利益 13億36百万円 (前期比109.2％)
経常利益 13億52百万円 (前期比110.7％)
当期純利益 ４億53百万円 (前期比 91.9％)
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(2) グループ別の売上高の状況
　農産、水産、畜産、サービスデリ（惣菜）の各生鮮食品グループにおいて、農産グループの野菜
については、お客さまの節約志向に対応して、購買頻度の高い商品を低価格でご提供する「安い値」
の販促企画を強化し、多くのお客さまからの支持が得られております。また、果物は、前年度に天
候不順で品不足になったみかんを安定的にご提供することができたため、販売点数が大きく伸長し
売上に貢献いたしました。水産グループでは、カツオたたき、さんまなど炙り加工した刺身商材の
品揃えを充実させることにより刺身類が好調に推移いたしました。畜産グループでは、輸入の焼肉
用の品揃えを充実したことにより牛肉、豚肉が好調に推移いたしました。サービスデリ（惣菜）グ
ループでは、和惣菜や揚げ物、インストアベーカリーグループでは、均一価格商品の売上が伸長い
たしました。
　デイリー（日配）、グロサリー（加工）グループでは、平成30年北海道胆振東部地震の影響によ
り、飲料水、缶詰類、レトルト食品、カップ麺などの商品が大きく伸長しました。また、調理に手
間のかからない簡便調味料商品の品揃えの見直しをすることにより、香辛料、中華調理素材、調味
料などの商品が好調に推移しました。さらに、リニューアルされたトップバリュ「ベストプライス」
商品を販売強化したことにより売上増加に貢献いたしました。
　家庭用品グループにつきましても、地震の影響により、乾電池、カセットボンベなどが伸長いた
しました。
　当事業年度の商品グループ別の売上高は、次の通りであります。

商品グループ名
当事業年度

(2018年 3 月 1 日から
2019年 2 月28日まで)

売　　 上　　 高(百万円) 前　　期　　比　　(％)
農 産 17,104 104.4
水 産 9,830 102.3
畜 産 12,332 102.5
サ ー ビ ス デ リ （ 惣 菜 ） 10,636 101.7
デ イ リ ー 　 　 （ 日 配 ） 30,102 103.7
グ ロ サ リ ー 　 （ 加 工 ） 41,432 101.7
イ ン ス ト ア ベ ー カ リ ー 1,245 103.8

食 品 計 122,686 102.7
家 庭 用 品 4,354 103.6
衣 料 品 323 95.9
そ の 他 135 93.7

非 食 品 計 4,813 102.7
合 計 127,499 102.7

（注）1　上記金額は、商品グループ別直営売上高であり、その他の営業収入は含まれておりません。
2　その他は、催事等であります。
3　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3) 設備投資等の状況
　当事業年度において実施いたしました設備投資の総額は28億96百万円であります。その主な内
容は、新店および店舗の活性化投資等によるものです。

(4) 資金調達の状況
　当事業年度における設備投資資金等として、新たに長期借入金40億円を調達いたしました。

(5) 環境・社会貢献活動
　当社は、お客さまに安全安心な店舗・商品・サービスの提供を通じて、「地域の豊かなくらしと
地域環境保全の両立」を目指しております。
　環境保全活動では、環境マネジメントシステム(ISO14001)を運用し、食品廃棄物の削減、水道・
電気使用量の削減、店頭資源回収リサイクルの推進等に取り組み、継続的に改善を進めております。
　社会貢献活動では，毎月11日を「イオン・デー」として、店舗周辺の清掃活動等のボランティア
活動を実施しております。10月には「拡大イオン・デー　クリーン＆グリーン活動」として北海道
のイオングループ各社と連携し、店舗周辺や公共の場の清掃活動を行いました。また、同様に毎月
11日実施の「イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン」では、お客さまに投函いただいたレシー
ト金額の１％を登録いただいている福祉や学校等の団体さまが希望される商品に換えて寄贈させて
いただいております。当事業年度は合計187団体さまに約706万円分の商品を寄贈させていただき
ました。また、募金活動では、継続的に実施している「北海道交通遺児のための募金」は、お客さ
まよりお預かりした募金総額約188万円を公益社団法人北海道交通遺児の会さまに贈呈させていた
だきました。当事業年度より、北海道の若者が海外への挑戦を応援する機会の創出と拡大を図るこ
とを目的とした「ほっかいどう未来チャレンジ応援募金」を開始しました。加えて、「24時間テレ
ビチャリティー募金」「ミャンマー学校建設支援募金」等を継続実施しております。当事業年度に
おける募金の総額は約1,033万円となり、お客さまに代わって寄付させていただきました。
　イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ(ワオン)」では、「ほっかいどう遺産ＷＡＯＮ」のご利用金額の
一部をＮＰＯ法人北海道遺産協議会へ寄付し、北海道遺産に登録されている建物、自然、文化など
の保全活動等に活用していただいております。また、「創造都市さっぽろＷＡＯＮ」「はこだてＷ
ＡＯＮ」等の北海道に係るご当地ＷＡＯＮは、８種類発行されており、札幌市の文化芸術振興、函
館市や帯広市の子育て支援事業、旭川市や帯広市の動物園の魅力向上、充実にお役立ていただいて
おります。当事業年度では、９月より「くしろＷＡＯＮ」を販売開始し、子どもたちの文化・スポ
ーツの振興と育成、タンチョウや阿寒湖のマリモなどの自然環境保護、釧路市動物園の環境整備に
お役立ていただきます。
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(6) 対処すべき課題
　当社の属する北海道のスーパーマーケット業界では、業態を超えた競争は一層激しさを増し、節
約・低価格志向が継続するとともに全国に先駆けて進む人口減少、高齢化の進行等厳しい経営環境
が続くものと思われます。このような経営環境の下、当社はイオン北海道株式会社と両社の株主総
会で承認されることを前提として、2020年３月１日を効力発生日とした経営統合（合併）を予定し
ております。本合併をすることで、規模の拡大を活かし、商品力、店舗の競争力の向上や遅れてい
た物流改革、デジタル対応について取り組むことが出来ること等により、各店舗が持つ魅力・集客
力が向上するものと考えております。この経営統合（合併）に向けた準備をすすめるとともに、次
の取り組みを行ってまいります。

　①成長戦略
　成長戦略の柱となる新店開発を計画的に進めてまいります。具体的には札幌市およびその近郊の
道央圏を主とし道北、道南、道東の既存ドミナントエリアへの新規出店計画を進めてまいります。
2019年は函館市に２店舗の新規出店を計画しており、この２店舗では、地域のニーズに合った品揃
え、売場配置等を検討し、地域に密着した店舗経営を実践してまいります。また、既存店舗の改装
を継続的に行い、売場づくりの見直しによる競争力の強化を図ってまいります。老朽化した設備の
入れ替えを伴う大規模改装に加え、お客さまのニーズにお応えする品揃えの変更や省力化什器等の
導入を主とした小規模改装も実施してまいります。加えて、ザ・ビッグ業態のさらに進化したモデ
ル作りに取り組んでまいります。

　②商品・営業戦略
　引き続き「良い品をより安く」を追求し、購買頻度の高い商品を中心とした販売強化はもとより、
多様化するお客さまニーズへのきめ細かい対応や立地、商圏特性に合わせた店舗タイプ別品揃えの
実現を図ってまいります。例えば、高齢化、単身世帯、働く女性の増加といった社会情勢の変化に
対して「簡単・便利」な商品や、「食の作らない化」に対応した商品の品揃えの拡充を継続実施す
るとともに、健康志向の高まりに対するニーズにも対応してまいります。商品力強化への取り組み
として、野菜や生鮮魚の鮮度改善に向けた取り組みを進めてまいります。具体的には、エリア商品
部による店舗に近い産地や漁港からの仕入れを拡大し、さらに、道内産を含めた野菜を産地から店
舗へ納品する日数の短縮に向けた物流変更に取り組んでまいります。加えて、深刻な人手不足が進
む状況に対して、ご提供する商品の品質やサービスレベルを落とすことなく、店舗における作業改
善を図ってまいります。具体的には、新たな自動発注システム導入による発注時間の短縮と精度の
向上、商品陳列作業を軽減するスライド棚等の導入拡大により作業効率を高めてまいります。また、
店舗外製造の可能な商品については順次、移行をすすめ、店内製造作業の軽減につなげてまいりま
す。

　③人事・教育戦略
　将来を見据えた活力ある人材育成への取り組みを進めるため、教育機会の拡大を進めてまいりま
す。従業員教育については職位別、資格別に実施し、特に基礎教育の充実に力を注いでまいります。
また、ダイバーシティ(多様性)を推進し、女性が働きやすく活躍できる会社の実現を目指し、女性
管理職の育成・登用についても積極的に取り組んでまいります。合わせて、昨年に引き続き、技能、
知識の習得を目的とした外国人技能実習生の受け入れも推進してまいります。加えて、働き方改革
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に関連する法整備に対応し、連続休暇、有給休暇の取得を推進し、労使で締結する36協定時間の見
直しを行い、働きやすい労働環境の実現に取り組んでまいります。また、2013年から実施してい
る、フレンド社員(パートタイマー)で構成するマイストア委員会による改善活動を活発化し、魅力
ある売場づくりの実現や働き甲斐のある企業風土の醸成を目指してまいります。

　④リスクへの対応
　継続的な事業の展開をしていくために内部統制の充実と事業リスクへの対応が必要不可欠です。
コンプライアンスの徹底やリスク管理を含めた内部統制の強化を図るためコンプライアンス教育、
内部監査、リスクマネジメント体制の強化などを推進してまいります。

(7) 財産および損益の状況の推移

区 分 第55期
(2016年２月期)

第56期
(2017年２月期)

第57期
(2018年２月期)

第58期(当期)
(2019年２月期)

営 業 収 益(百万円) 109,724 123,204 125,951 129,281
売 上 高(百万円) 108,141 121,460 124,166 127,499
経 常 利 益(百万円) 1,219 1,309 1,222 1,352
当 期 純 利 益(百万円) 523 403 492 453
１株当たり当期純利益 (円) 76.12 58.48 71.37 65.58
総 資 産(百万円) 31,598 32,452 35,930 37,278
純 資 産(百万円) 8,318 8,662 9,027 9,345
（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を除く）に基づき算出しております。

(8) 重要な親会社および子会社等の状況
①　親会社の状況

会社名 資本金 当社に対する議決権比率 当社との関係
イオン株式会社 220,007百万円 57.7％ ロイヤルティ契約
(注) 親会社であるイオン株式会社との取引において、ロイヤルティ契約については、第三者機関の指導に従

い、適正かつ公平で客観的に算定しております。親会社から提示された金額は、当社の社内規定に基づ
き、検討した上で、取締役会において親会社から独立して最終的な意思決定を行っており、当社の利益
を害するものではないと判断しております。

②　重要な子会社の状況
　重要な子会社はありません。

③　重要な関連会社の状況
　重要な関連会社はありません。

－ 6 －
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(9) 主要な事業内容（2019年２月28日現在）
　当社は、北海道に店舗を有し、生鮮食品・加工食品・日用雑貨等の販売を主体とするスーパーマ
ーケット事業を営んでおります。

(10) 主要な事業所（2019年２月28日現在）
　本社：札幌市中央区北８条西21丁目１番10号
　店舗：87店舗

所 在 地 店 舗 名 店舗数

札幌市

中 央 区 SF円山店、MV南15条店、MVマルヤマクラス店、MV北１条東店 ４
東 区 MV元町店、MV光星店、MV北26条店、MVEX新道店、P苗穂店、

B東雁来店、BEモエレ店、BE栄町店、MV北40条店 ９
西 区 MV琴似店、MV琴似３条店、MV八軒５条店、MVEX発寒南駅前店 ４
手 稲 区 BE前田店、MV新発寒店 ２
南 区 MV澄川店、B石山店 ２
北 区 MV北店、MV新琴似店、MV北32条店 ３
豊 平 区 MV平岸店、MVEX中の島店、SF月寒中央店、B豊平店、B西岡店、BE平岸店

MV月寒西店 ７
白 石 区 MV菊水店、MV東札幌店、MV北郷店、SF白石店、BE白石中央店 ５
厚 別 区 SF森林公園店、MV厚別店、MV厚別東店 ３
清 田 区 MV北野店 １

小 樽 市 MV手宮店 １
倶 知 安 町 MV倶知安店 １
共 和 町 MV共和店 １
江 別 市 MV上江別店、B江別店 ２
岩 見 沢 市 B岩見沢店 １
栗 山 町 MV栗山店 １
滝 川 市 MV滝川店、MV滝川本町店 ２
赤 平 市 MV赤平店 １
芦 別 市 MV芦別店 １
深 川 市 MV深川店 １
旭 川 市 B宮前通店、B緑が丘店 ２
士 別 市 B士別店 １
名 寄 市 MV名寄店 １
留 萌 市 MV留萌店 １
北 広 島 市 MV北広島店 １
恵 庭 市 MV恵庭店 １
苫 小 牧 市 MV澄川町店、MV新花園店、MV支笏湖通り店、MV沼ノ端店、MV弥生店 ５
日 高 町 MV富川店 １
新 ひ だ か 町 MV静内店 １
登 別 市 MV登別店 １
室 蘭 市 MV室蘭東店 １

－ 7 －
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所 在 地 店 舗 名 店舗数
八 雲 町 MV八雲店 １
函 館 市 MV石川店、MV堀川店、MV柏木店、MV万代店、MV弁天店 ５
帯 広 市 Iフードプライス店、MV西陵店、MV稲田店、MVイーストモール店、

MV春駒通店 ５
音 更 町 ルーキーI店 １
清 水 町 プラザ。I清水店 １
中 札 内 村 MV中札内店 １
池 田 町 MV池田店 １
釧 路 市 B春採店、B川北店、B文苑店、B鳥取大通店 ４

（注）1　2018年８月にMV北１条東店、同11月にMV月寒西店を開店いたしました。
2　2018年４月にジョイ稲穂店、同10月にジョイ朝日町店、2019年１月にフードセンター小樽店、同２月に

MV有珠川店を閉店いたしました。
3　2018年３月にセイリョーＩ店をMV西陵店に、同４月にJ芦別店をMV芦別店に店舗名を変更いたしまし

た。
4　MVはマックスバリュ、MVEXはマックスバリュエクスプレス、SFは札幌フードセンター、Pはプライス

マート、Iはいちまる、Bはザ・ビッグ、BEはザ・ビッグ　エクスプレスの略です。

(11) 従業員の状況（2019年２月28日現在）
従 業 員 数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

1,110名 10名減 38.5歳 11.8年
 

（注）上記従業員以外にフレンド社員（パートタイマー）が5,334名（８時間換算／3,615名）在籍し
ております。

－ 8 －
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(12) 主要な借入先の状況（2019年２月28日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

百万円
株 式 会 社 北 海 道 銀 行 5,243

株 式 会 社 北 洋 銀 行 3,065

株 式 会 社 北 陸 銀 行 301

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 240

株 式 会 社 み ち の く 銀 行 217

株 式 会 社 青 森 銀 行 216

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 214

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 146

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 85

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 50

合 計 9,778

(13) その他当社の現況に関する重要な事項
当社及びイオン北海道株式会社は2018年10月10日開催の取締役会決議に基づき、イオン株

式会社は代表執行役の決定に基づき、当社とイオン北海道株式会社の経営統合に関する基本合
意書を締結し、本経営統合に関する協議を進めてまいりました。

本基本合意書に基づき、当社とイオン北海道株式会社は、2019年４月10日開催のそれぞれ
の取締役会において、イオン北海道株式会社を吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社と
する吸収合併契約を締結することを決議し、同日付で本合併契約を締結いたしました。なお、
詳細については、第58期 定時株主総会招集ご通知 株主総会参考書類の第１号議案をご参照く
ださい。

－ 9 －
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2.　会社の株式に関する事項
(1) 株式の状況（2019年２月28日現在）

①　発行可能株式総数 27,000,000株
②　発行済株式の総数 6,911,825株（自己株式29,525株を除く）
③　当事業年度末の株主数 3,699名（前期末比68名減）
④　単元株式数 100株
⑤　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 ％

イ オ ン 株 式 会 社 3,985,900 57.7
株 式 会 社 北 洋 銀 行 339,000 4.9
マ ッ ク ス バ リ ュ 北 海 道 共 栄 会 330,200 4.8
イ オ ン フ ィ ナ ン シ ャ ル サ ー ビ ス 株 式 会 社 265,000 3.8
株 式 会 社 北 海 道 銀 行 170,000 2.5
出 戸 一 成 140,400 2.0
マ ッ ク ス バ リ ュ 西 日 本 株 式 会 社 118,000 1.7
株 式 会 社 北 陸 銀 行 106,000 1.5
出 戸 信 成 63,000 0.9
株 式 会 社 エ フ ピ コ 61,000 0.9
（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

－ 10 －
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(2).　新株予約権等に関する事項
①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付

された新株予約権の状況
第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権

発行決議日 2014年４月８日 2015年４月９日 2016年４月13日
区分 取締役 取締役 取締役
新株予約権の数 32個 41個 41個
新株予約権の目的となる
株式の種類および数 普通株式　3,200株 普通株式　4,100株 普通株式　4,100株
新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価値 １株当たり１円 １株当たり１円 １株当たり１円

権利行使期間 2014年６月９日から
2029年６月８日まで

2015年６月10日から
2030年６月９日まで

2016年６月10日から
2031年６月９日まで

保有する者の人数 ２名 ３名 ３名
（注）1 新株予約権の行使の条件は、当社の取締役の地位にあることであります。ただし、当社の取

締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとしま
す。

2 当社は、社外取締役に対して新株予約権の付与は行っておりません。
第９回新株予約権 第10回新株予約権

発行決議日 2017年４月12日 2018年４月11日
区分 取締役 取締役
新株予約権の数 41個 59個
新株予約権の目的となる
株式の種類および数 普通株式　4,100株 普通株式　5,900株
新株予約権の行使に際し
て出資される財産の価値 １株当たり１円 １株当たり１

権利行使期間 2017年６月10日から
2032年６月９日まで

2018年６月10日から
2033年６月９日まで

保有する者の人数 ３名 ５名
（注）1 新株予約権の行使の条件は、当社の取締役の地位にあることであります。ただし、当社の取

締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとしま
す。

2 当社は、社外取締役に対して新株予約権の付与は行っておりません。

－ 11 －
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②　当事業年度末日後に職務の対価として当社役員に交付予定の新株予約権等の状
況

第11回新株予約権
発行決議日 2019年４月10日
区分 取締役
新株予約権の数 77個
新株予約権の目的となる株式の種類および数 普通株式7,700株
新株予約権の行使に際して出資される財産の価値 １株当たり１円
権利行使期間 2019年６月10日から

2034年６月９日まで
交付する者の人数 ７名
（注）1 新株予約権の行使の条件は、当社の取締役の地位にあることであります。ただし、当社の取

締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとしま
す。

2 当社は、社外取締役に対して新株予約権の付与は行っておりません。
3 新株予約権の割当日（発行日）における会計上の公正な評価額の合計が30百万円を超過する

場合、70個、63個又は56個のうち、会計上の公正な評価額の合計が30百万円を超過しない
最大の個数に変更するものとする。

－ 12 －
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3.　会社役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の氏名等（2019年２月28日現在）

地　位 氏　名 担　当 重要な兼職の状況

代表取締役社長 出 戸 信 成

取 締 役 水 谷 和 彦 開 発 本 部 長
兼 建 設 部 長

取 締 役 玉 生 澄 絵
人 事 総 務 本 部 長
兼 人 事 教 育 部 長
兼コンプライアンス担当

取 締 役 鈴 木 秀 康 Ｓ Ｍ 営 業 本 部 長

取 締 役 石 橋 孝 浩 経 営 管 理 本 部 長

取 締 役 國 保 明 宏 Ｓ Ｍ 商 品 本 部 長
兼コーディネーター部長

取 締 役 土 井 育 雄 Ｄ Ｓ 事 業 本 部 長

取 締 役 林　　　美枝子 日本医療大学保健医療学部 看護学科教授

取 締 役 水 野 克 也 公認会計士水野克也事務所 公認会計士
税理士法人札幌中央会計 代表社員

常 勤 監 査 役 福 岡 眞 人 イ オ ン 北 海 道 株 式 会 社  監 査 役

監 査 役 橋 本 昭 夫 橋本・大川合同法律事務所 弁護士
空知炭礦株式会社 代表取締役社長

監 査 役 吉 岡 征 雄 彩 北 法 律 事 務 所  弁 護 士
イ オ ン 北 海 道 株 式 会 社  監 査 役

監 査 役 芳 賀 直 人 マックスバリュ東北株式会社 監査役

（注） 1 2018年５月17日開催の第57期定時株主総会において、取締役國保明宏氏、取締役土井育雄氏、監査
役芳賀直人氏が新たに選任され、就任しております。

2 取締役林美枝子氏、取締役水野克也氏は、社外取締役であります。
3 監査役福岡眞人氏、橋本昭夫氏、吉岡征雄氏、芳賀直人氏は社外監査役であります。
4 監査役橋本昭夫氏および吉岡征雄氏は、弁護士として企業法務に精通しております。
5 当社は東京証券取引所に対して、取締役林美枝子氏、取締役水野克也氏および監査役吉岡征雄氏を独

立役員とする独立役員届出書を提出しております。

－ 13 －
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(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項に基づき、取締役林美枝子氏、取締役水野克也氏、監査役橋本
昭夫氏および監査役吉岡征雄氏との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任について
職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第１項各号の額の合計額
を限度とする契約を締結しております。

(3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額
支 給 人 数 報 酬 等 の 総 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

９名
（２名）

131百万円
（7百万円）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

５名
（５名）

19百万円
（19百万円）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

14名
（７名）

150百万円
（26百万円）

（注） 1 取締役の報酬限度額は2007年６月15日開催の第46期定時株主総会において年額270百万円以内（う
ち金銭報酬額240百万円、株式報酬型ストックオプション公正価値分30百万円）と決議いただいてお
ります。

2 監査役の報酬限度額は2007年６月15日開催の第46期定時株主総会において年額30百万円以内と決
議いただいております。

3 上記には、事業年度中に退任した監査役1名を含めております。
4 上記の金額には、第58期に係る役員業績報酬支給見込額、ストックオプションとして付与する新株予

約権に係る当事業年度中の費用計上額が含まれております。
5 社外役員が親会社または当該親会社の子会社から当事業年度において役員として受けた報酬の総額

は18百万円です。

(4) 当事業年度中に退任した監査役
氏 名 退 任 日 退 任 事 由 退任時の地位、担当および重要な兼職の状況

後 藤 鉄 朗 2018年５月17日 辞 任 監査役
マックスバリュ東北株式会社　監査役

－ 14 －
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4.　社外役員に関する事項
(1) 社外役員の兼職の状況
区　分 氏　名 兼職する他の法人等名 兼職の内容
取締役 林　　　美枝子 日 本 医 療 大 学 保 健 医 療 学 部 看護学科教授
取締役 水 野 克 也 公 認 会 計 士 水 野 克 也 事 務 所

税 理 士 法 人 札 幌 中 央 会 計
公認会計士
代表社員

監査役 福 岡 眞 人 イ オ ン 北 海 道 株 式 会 社 監査役

監査役 橋 本 昭 夫 橋 本 ・ 大 川 合 同 法 律 事 務 所
空 知 炭 礦 株 式 会 社

弁護士
代表取締役社長

監査役 吉 岡 征 雄 彩 北 法 律 事 務 所
イ オ ン 北 海 道 株 式 会 社

弁護士
監査役

監査役 芳 賀 直 人 マックスバリュ東北株式会社 監査役
(注)イオン北海道株式会社およびマックスバリュ東北株式会社は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社で

あります。なお、イオン北海道株式会社と当社との間に建物の賃貸借等の取引があります。

(2) 社外役員の主な活動状況
区　分 氏　名 主な活動内容

取締役 林　　　美枝子

当事業年度開催の取締役会全14回のうち14回に出席し、大学教授としての
豊富な知識、経験から議案審議等に必要に応じて発言を行っており、当社の
事業について大所高所から具体的、かつ専門的で有益なご意見をいただいて
おります。さらに店舗往査を通じて商品や営業面での適切なご意見をいた
だいております。

取締役 水 野 克 也

当事業年度開催の取締役会全14回のうち14回に出席し、公認会計士として
の専門的知見から議案審議等に必要に応じて発言を行っており、当社の事業
について大所高所から具体的、かつ専門的で有益なご意見をいただいており
ます。さらに店舗往査を通じて商品や営業面での適切なご意見をいただい
ております。

監査役 福 岡 眞 人

当事業年度開催の取締役会全14回のうち14回に出席し、また当事業年度開
催の監査役会全13回のうち13回に出席し、議案審議等に対し適切なご意見
をいただいております。さらに社内の主要会議への出席、店舗往査等を通じ
て取締役会および取締役の意思決定の職務執行状況に対し適切なご意見を
いただいております。

監査役 橋 本 昭 夫
当事業年度開催の取締役会全14回のうち13回に出席し、また当事業年度開
催の監査役会全13回のうち12回に出席し、専門的な知見を生かして議案審
議等に対し適切なご意見をいただいております。

監査役 吉 岡 征 雄
当事業年度開催の取締役会全14回のうち10回に出席し、また当事業年度開
催の監査役会全13回のうち11回に出席し、専門的な知見を生かして議案審
議等に対し適切なご意見をいただいております。

監査役 芳 賀 直 人
2018年5月17日就任以降に開催された取締役会全11回のうち11回に出席
し、また就任以降に開催された監査役会全10回のうち10回に出席し、議案
審議等に対し適切なご意見をいただいております。

－ 15 －
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5.　会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①　会計監査人としての報酬等の額
②　当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

32百万円
32百万円

 (注) 1　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、①の
金額にはこれらの合計額を記載しております。

2　監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を
踏まえ、監査項目別時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を
確認し当事業年度の監査時間及び報酬額等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報
酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると
判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議
案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定め
る項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人
を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集
される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた
します。

－ 16 －
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6.　業務の適正を確保するための体制等整備についての決議内容
　当社は、会社法第362条第４項第６号ならびに会社法施行規則第100条に基づき、
以下のとおり、当会社の「業務の適正を確保するための体制」（「内部統制システ
ム」）の構築に関する基本方針を決議しております。その内容の概要は以下のとお
りであります。

(1) 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保
するための体制

①当社は、イオンの「お客さま中心」の基本理念および2003年４月に制定されたグ
ループ共有の行動規範である「イオン行動規範」を取締役および使用人のすべて
の行動の基本とし、企業の社会的責任を果たすため、法令・企業倫理および社会
規範等を遵守尊重するよう社内に周知徹底する。

②当社は代表取締役社長を委員長とし、取締役、監査役、監査室、各部署長などを
委員とする「コンプライアンス委員会」を設置し、「イオン行動規範」、「法令」
等の遵守およびコンプライアンスに係る施策・整備・運用状況の審議など、コン
プライアンス体制の監視・検証を定期的に行うとともに、その活動状況を月次ご
とに取締役会に報告する。また、取締役の中よりコンプライアンスの責任者を任
命し、当社のコンプライアンス体制の整備および問題点の解決に努める。

③当社は、コンプライアンス意識の徹底・向上のため、従業員に対してコンプライ
アンス教育・研修を継続的に行う。

④当社は、人事総務本部に内部通報制度窓口を設置するとともに、内部情報収集を
定期的に実施し、法令および定款の違反行為等を予防・早期発見し、迅速かつ効
果的な対応を図るとともに、コンプライアンスに関する従業員の声を経営に反映
させる。なお、違反行為が発生した場合には、迅速に情報を把握し、懲戒規定に
基づき厳正に処分する。また、必要に応じ外部の弁護士、公認会計士などの専門
家を起用し、法令違反行為を未然に防止、かつそのために必要な措置を実施する。

⑤取締役会は、定期的に内部統制システムの有効性監査の報告を受けるとともに、
コンプライアンス体制の問題の把握と整備に努める。

⑥監査役は、監査役会規則に基づき、取締役の職務執行について定期的な監査を実
施し取締役会決議の内容ならびに取締役が行う内部統制システムの構築・運用の
状況を監視・検証し、適時に助言・勧告等の意見の表明、取締役の行為の差止め
などを講じる。

⑦取締役が当社の他の取締役の法令・定款違反等の行為を発見した場合は直ちに監
査役会および取締役会に報告するなどのガバナンス体制を構築する。

⑧当社は、財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法その他の関連法令
に従い、財務報告に係る内部統制の体制を構築し、整備および運用状況の有効性
評価を実施する。

⑨取締役は、社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある反社会的勢力との
一切の関係を遮断し、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、万一そ
れらの勢力からの不当な要求を受けた場合には、警察・弁護士等の外部関連機関
と連携し、組織全体として毅然とした態度で法的手段対応を行う。
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(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
①取締役は、その職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）、

その他法令に基づき作成される文書は法令に基づき適切に作成、保存され、その
他重要な情報は、社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存し管
理する。

イ.株主総会議事録と関連資料
ロ.取締役会議事録と関連資料
ハ.取締役が主催するその他の重要な会議の議事録または経過の記録
ニ.取締役が決定者とする稟議書類
ホ.その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

②業務執行取締役は、その職務の執行に係る上記①に定める文書を社内規程に従い、
定められた期間保管する。また、取締役および監査役が必要に応じて閲覧可能な
状態を維持する。

③内部者取引防止規程の下、会社の重要な情報の適時開示およびその他の開示の情
報管理は経営管理本部が行い、経営管理担当取締役は、情報取扱統括責任者とし
て、会社全般にわたる内部情報に関する管理を統括する。

④個人情報保護および営業秘密管理に関連する規程を整備し、個人情報および重要
な営業秘密を適切かつ安全に保存し管理する。

(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①取締役は、事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、

毎年の経営計画に適切に反映する。
②当社はリスクマネジメント規程を制定し、想定されるリスクに応じた有事に備え

るとともに、有事が発生した場合には、当該規程に従い迅速かつ適切に対応する。
③当社は、以下の運営リスクにおける事業の継続を確保するための体制を整備する。

イ.地震、洪水、火災、事故などの災害により重大な損失を被るリスク
ロ.取締役および使用人の不適切な業務執行により事業活動に重大な支障を生じ

るリスク
ハ.基幹ITシステムが正常に機能しないことにより重大な損害を被るリスク
ニ.その他、取締役会がきわめて重大と判断するリスク

④当社は、各事業部門を担当する取締役および部室長は、それぞれの部門に係るリ
スク管理を行う。また、人事総務本部長は統括的に全社的なリスク管理を行い、
リスク管理の状況を取締役会に定期的に報告する。

⑤当社は災害、環境等に係るリスクへの対応については、一元的に総務部が統括し、
業務手順書の制定、マニュアルの作成・配布および教育・研修を継続的に実施し
全従業員へ周知徹底する。

(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は業務の有効性および効率性を図る観点から、経営に係る重要事項について

は社内規程に従い、各部門の会議、事業戦略会議等の審議を経て、取締役会にお
いて決定する。

－ 18 －

業務の適正を確保するための体制等整備についての決議内容



2019/04/18 21:38:23 / 18479453_イオン北海道株式会社_招集通知（Ｆ）

②取締役会等での決定に基づく業務執行は、代表取締役社長の下、各部署の長が迅
速に遂行する。あわせて、内部牽制機能の確立を図るため、「組織および職務分
掌規程」、「職務責任権限規程」を定め、それぞれの組織権限や実行責任者を明
確化し、適切な業務手続きが行われるようにする。

③会社方針に基づいて事業活動が適正に運営されているか監査室が定期的に監査し、
取締役および経営幹部に報告する。必要ある場合は、担当する取締役および経営
幹部は是正処置を講ずる。

(5) 当社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す
るための体制

①当社は、イオングループが定期的に主催する分野別部門長会議に参加し、法改正
の動向と対応策および業務効率化に資する有益なベストプラクティス等の情報を
積極的に有効活用する。ただし、独立性の観点から具体的対応の決定については、
当社の事情に応じて当社が自主決定する。

②当社は、親会社の定期的な内部監査を受け入れ、コンプライアンス遵守状況等に
係る報告等を適宜受けとり、コンプライアンス体制を強化する体制とする。

③親会社および親会社グループとの賃貸借契約・業務委託契約やプライベート商品
等の売買取引等利益相反取引については、一般取引条件と同様に交渉の上決定す
る。また、それらの取引等の適切性・適法性を定期的に審議・検討の上、取締役
会で決議・報告する。

(6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当
該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

①監査役がその業務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、その業務に限定
した期間、必要な員数および求められる資質について、監査役と協議のうえ、適
任と認められる人員を配置する。

②監査役の補助業務にあたる者は、その間は業務執行者から独立し監査役の指示に
従い職務を行うものとする。

③監査役がその業務を補助すべき使用人を選定した場合、その使用人の独立性を確
保するため、監査役は補助使用人の権限、属する組織、指揮命令権、人事異動お
よび人事評価等人事権に係る事項の決定には事前に監査役の意見を聴取し、これ
を尊重する。
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(7) 当社の取締役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の当社
監査役への報告に関する体制

①取締役および使用人は、監査役に対して、次の事項を報告する。
イ.経営・財務・事業遂行上の重要事実の速やかな報告
ロ.内部統制システムの整備状況の定期的な報告
ハ.コンプライアンス体制やリスクマネジメントに関する事項の定期的な報告
ニ.内部通報の状況および事案の内容の速やかな報告
ホ.会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項の速やかな報告
へ.法令・定款違反事項の速やかな報告
ト.業務監査による業務監査結果の定期的な報告
チ.その他監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項の速や

かな報告
②報告の方法（報告者、報告受領者、電話・書面・電子メール等の伝達方法等）に

ついては、取締役と監査役との協議により決定するものとする。

(8) 上記(7)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制

①就業規則および内部通報者保護に関わる規定において、従業員が、監査役への報
告または内部通報窓口への通報により、人事上の一切の不利益扱いを受けること
がなく、懲戒その他の不利益処分の対象となることがないことを明示的に定める。
また、懲戒規定により内部通報者への報復行為が行われた場合の厳罰処分が定め
られている。

②監査役は、取締役または使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務
を負わない。

③監査役は、報告した使用人の異動、人事評価および懲戒等に関して、取締役にそ
の理由の開示を求めることができる。

④コンプライアンス担当は、従業員に対する教育、研修の機会を通じて、従業員が、
不利益扱いを懸念して取締役への報告または内部通報窓口への通報を思いとどま
ることがないよう、啓蒙に努める。

⑤監査室は、内部監査に際して、上記①および④の運用が徹底されているかにつき、
定期的に検証する。

(9) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他
の当該職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
　当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づ
く費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係
る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除
き、速やかに当該費用または債務を処理する。
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(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役は、取締役会その他の重要会議に出席し、重要な意思決定の過程および業

務の執行状況を把握するとともに、必要な意見を述べることができる。
②監査役は、代表取締役社長および取締役ならびに会計監査人と会社の課題、リス

ク、監査環境の整備、監査上の重要課題について、それぞれ定期的に意見の交換
を行う。

③監査室は、監査役との間で定期的に会合を持ち、内部監査結果について協議およ
び意見交換するなど、密接な情報交換および連携を図る。

④監査役は、監査の実施に当たり、必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等の
監査業務に関する助言を受けることができる。

7.　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下
のとおりであります。

(1) コンプライアンスに関する取り組み
　　代表取締役社長を委員長として、コンプライアンス担当役員を置き、取締役、

監査役、監査室、各部署長などを委員とする「コンプライアンス委員会」を毎月
１回開催し、必要に応じて、社会問題となっている法令違反の事例等をもとに社
内教育を行っております。また、監査室による店舗業務監査、本社監査等の報告
ならびに監査結果に対する対応検討を行っております。さらに企業倫理の向上の
ためにイオングループの行動規範である「イオン行動規範」研修を年１回開催し、
従業員の倫理意識向上を図っております。

(2) リスク管理体制に関する取り組み
　　総務部が主管となり、事業活動に係るリスクを毎年評価し、潜在的リスクにつ

いて分類、整理し、優先順位付けした上で対応を検討しております。事故、災害
等の発生について、毎月１回主要会議の場で報告検討され、取締役会に報告して
おります。

(3) 職務執行の適正および効率性の確保の取り組み
　　取締役会は社外取締役２名を含む取締役９名で構成され、社外監査役４名が出

席し、毎月１回開催しております。当事業年度におきましては全14回開催してお
り、各議案の決議、取締役の業務執行の監督を行っております。付議議案は常勤
の取締役および社長が指名する者により構成された主要会議で事前に審議されて
おり、職務執行の適正性、効率性を確保しております。また、取締役会の実効性
評価を実施し、評価で認識した課題については、改善に向けた取り組みを行って
おります。
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(4) 監査役の監査体制
　　監査役は、監査役会を毎月開催し取締役会に出席し、常勤監査役は社内の主要

な会議体に出席し重要な意思決定に関して必要に応じて意見を述べております。
また、取締役、会計監査人と会社の重要課題やリスク等に関して定期的に意見交
換を行っており、情報の共有を図っております。監査役の業務を補助するものと
して監査室が担当しており、監査室長が監査役会に出席し監査役業務の円滑な遂
行ができる体制となっております。

8.　株式会社の支配に関する基本方針
　当社としては、重要な事項として認識しておりますが、親会社および緊密な者、
または、同意している者の議決権の所有割合が50％を超える現状を考慮して、現時
点での買収防衛策の導入はいたしておりません。

9.　剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社の利益配分に関する基本方針は、自己資本比率および資本効率の向上を追求
し財務基盤の充実を進めながら、株主利益の最大化を目指し、配当性向30％を目安
に業績に応じて安定的、継続的に株主配当を実施してまいります。
　内部留保の使途につきましては、店舗の新設、改装およびシステム投資、教育投
資等に活用し、事業基盤の強化と更なる業容の拡大につなげてまいります。
　この基本方針に基づき、当期の剰余金の配当は2019年４月10日開催の取締役会決
議により、普通配当１株当たり21円とさせていただきます。

（注）1　本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てております。
2　売上高等の記載金額には、消費税等は含まれておりません。
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1.　貸　借　対　照　表
（2019年２月28日現在）

（単位：百万円）
科 目 金 額 科 目 金 額

 

(資 産 の
 

部)
 

(負 債 の
 

部)
流 動 資 産 10,227 流 動 負 債 21,141

現 金 及 び 預 金 1,104 支 払 手 形 12
売 掛 金 542 買 掛 金 9,833
商 品 3,088 短 期 借 入 金 2,683
貯 蔵 品 32 １年内返済予定の長期借入金 2,110
前 払 費 用 332 リ ー ス 債 務 45
繰 延 税 金 資 産 259 未 払 金 1,216
未 収 入 金 4,624 未 払 費 用 1,272
１年内回収予定の建設協力金 175 未 払 法 人 税 等 404
そ の 他 69 未 払 消 費 税 等 274
貸 倒 引 当 金 △2 預 り 金 1,947

前 受 収 益 83
役 員 業 績 報 酬 引 当 金 59
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 29
資 産 除 去 債 務 32

固 定 資 産 27,051 設 備 関 係 支 払 手 形 1,093
有 形 固 定 資 産 19,621 そ の 他 42
建 物 8,123
構 築 物 511 固 定 負 債 6,791
車 両 運 搬 具 7 長 期 借 入 金 4,984
器 具 備 品 2,289 リ ー ス 債 務 371
土 地 8,301 店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 51
リ ー ス 資 産 347 資 産 除 去 債 務 671
建 設 仮 勘 定 39 預 り 保 証 金 633

リ ー ス 資 産 減 損 勘 定 66
そ の 他 11

無 形 固 定 資 産 352 負 債 合 計 27,933
ソ フ ト ウ ェ ア 9

 

(純 資 産 の
 

部)
の れ ん 329 株 主 資 本 9,282
電 話 加 入 権 8 資 本 金 1,176
そ の 他 4 資 本 剰 余 金 1,482

資 本 準 備 金 1,206
そ の 他 資 本 剰 余 金 275

投 資 そ の 他 の 資 産 7,078 利 益 剰 余 金 6,674
投 資 有 価 証 券 115 利 益 準 備 金 78
長 期 前 払 費 用 794 そ の 他 利 益 剰 余 金 6,596
繰 延 税 金 資 産 1,862 別 途 積 立 金 4,118
敷 金 3,537 繰 越 利 益 剰 余 金 2,478
建 設 協 力 金 659 自 己 株 式 △51
そ の 他 261 評 価 ・ 換 算 差 額 等 △23
貸 倒 引 当 金 △153 その他有価証券評価差額金 △23

新 株 予 約 権 86
純 資 産 合 計 9,345

資 産 合 計 37,278 負 債 ・ 純 資 産 合 計 37,278

－ 23 －

貸借対照表
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2.　損　益　計　算　書

(2018年 3 月 1 日から
2019年 2 月28日まで)

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 127,499
売 上 原 価 99,381

売 上 総 利 益 28,117
そ の 他 の 営 業 収 入 1,782

営 業 総 利 益 29,899
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 28,563

営 業 利 益 1,336
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 16
リ サ イ ク ル 材 売 却 収 入 51
補 助 金 収 入 19
そ の 他 34 121

営 業 外 費 用
支 払 利 息 71
そ の 他 32 104
経 常 利 益 1,352

特 別 利 益
受 取 保 険 金 700 700

特 別 損 失
減 損 損 失 439
店舗閉鎖損失引当金繰入額 39
災 害 に よ る 損 失 740
そ の 他 50 1,270
税 引 前 当 期 純 利 益 782
法人税、住民税及び事業税 399
法 人 税 等 調 整 額 △69 329
当 期 純 利 益 453

－ 24 －

損益計算書
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3.　株主資本等変動計算書

(2018年 3 月 1 日から
2019年 2 月28日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 1,176 1,206 277 1,484 78 4,118 2,163 6,359

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △138 △138

当 期 純 利 益 453 453

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 △1 △1

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 - - △1 △1 - - 314 314

当 期 末 残 高 1,176 1,206 275 1,482 78 4,118 2,478 6,674

株 主 資 本 評価・換算差額等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △65 8,955 △4 △4 76 9,027

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △138 △138

当 期 純 利 益 453 453

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0 △0

自 己 株 式 の 処 分 14 12 12

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額) △18 △18 9 △8

当 期 変 動 額 合 計 13 326 △18 △18 9 318

当 期 末 残 高 △51 9,282 △23 △23 86 9,345
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4.　個　別　注　記　表

1.　重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

時価のあるもの…………期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定)

時価のないもの…………移動平均法による原価法
②たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品…………………………「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」第四
に定める売価還元平均原価法（貸借対照表価額については収益性
の低下による簿価切下げの方法）

貯蔵品………………………最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産……………………経済的耐用年数に基づく定額法

各資産別の耐用年数として以下の年数を採用しております。
建物
(営業店舗) 15～20年
(事務所) 38年
(建物附属設備) ３～18年

構築物 ３～20年
車両運搬具 ２～ ６年
器具備品 ２～16年

②無形固定資産……………………定額法
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用
可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
　また、のれんについては、10年間の均等償却を行っておりま
す。

③リース資産………………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっ
ております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう
ち、2009年１月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計処理によっております。

－ 26 －
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④長期前払費用……………………借地権…借地上の店舗の賃借契約期間に基づく定額法を採用して
おります。

その他…定額法（償却年数は主として３～５年）を採用しており
ます。

(3) 引当金の計上基準
①貸倒引当金………………………売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②役員業績報酬引当金……………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基
づき当事業年度に見合う分を計上しております。

③退職給付引当金…………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。過去勤務
費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（10年）による定額法により費用処理しております。数理計算
上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を
それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
なお、当事業年度末においては、退職給付引当金が借方残高とな
ったため、前払年金費用として投資その他の資産の「その他」に
計上しております。

④店舗閉鎖損失引当金……………店舗閉店に伴い発生する損失に備え、店舗閉店により見込まれる
中途解約違約金及び原状回復費等の閉店関連損失見込額を計上し
ております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2.　貸借対照表に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 16,245百万円
(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

関係会社に対する短期金銭債権 5百万円
関係会社に対する短期金銭債務 96百万円

－ 27 －
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3.　損益計算書に関する注記
(1) 関係会社との取引高

　関係会社との取引高
　営業取引高（販売費及び一般管理費） 152百万円

(2) 減損損失
　当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
①減損損失を認識した資産グループの概要

用途 種類 場所 物件数 金額(百万円)

店舗 建物等 石狩
振興局 ５ 47

店舗及び
遊休資産

土地及び
建物等

空知総合
振興局 ２ 11

店舗 建物等 渡島総合
振興局 ４ 128

店舗 建物等 十勝総合
振興局 ３ 252

店舗 建物等 後志総合
振興局 １ 0

合計 15 439

②減損損失の認識に至った経緯
　店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスまたは継続してマイナスとなる見込
みである資産グループ及び、遊休状態にあり地価の下落により投資額の回収が見込めなくなった
資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別
損失に計上しております。

③減損損失の金額
種類 金額(百万円)

建物 155
有形固定資産(その他) 153
土地 5
リース資産 110
その他　　　　　　※ 16
合計 439

※その他は、投資その他の資産の「その他」であります。

　　　④資産のグルーピングの方法
　キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基礎としてグルーピングしております。
また、賃貸用不動産及び遊休資産については個別の物件単位ごとにグルーピングしております。

－ 28 －
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⑤回収可能価額の算定方法
　資産グループの回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しております。正味売
却価額は、土地については不動産鑑定士による不動産鑑定評価額、または、固定資産税評価額等
を基に算定した金額により、その他の固定資産については不動産鑑定士による不動産鑑定評価基
準、または、取引事例等を勘案した合理的な見積りにより評価しております。また、使用価値は
将来キャッシュ・フローを6.5％で割り引いて算定しております。

4.　株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当 期 首
株式数(株)

当 期 増 加
株式数(株)

当 期 減 少
株式数(株)

当 期 末
株式数(株) 摘要

発行済株式 普通株式 6,941,350 ― ― 6,941,350 ―

自己株式 普通株式 37,575 50 8,100 29,525 ―
（変動事由の概要）
　増加数の内訳は次のとおりであります。

単元未満株式の買取請求による増加 50株
　減少数の内訳は次のとおりであります。

ストックオプション行使の割当による減少 8,100株

(2) 配当に関する事項
①配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の
総額（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2018年４月11日
取締役会 普通株式 138 20 2018年２月28日 2018年５月18日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当金の
総額（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2019年４月10日
取締役会 普通株式 145 21 2019年２月28日 2019年５月17日
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(3) 新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び
数

新株予約権の目的となる株式の種類 当事業年度末

普通株式 30,400株

5.　税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

①流動の部
繰延税金資産

未払賞与 142百万円
未払事業所税 23百万円
未払事業税 35百万円
減損損失 8百万円
その他 49百万円

繰延税金資産合計 259百万円

②固定の部
繰延税金資産

減価償却資産償却超過額 1,276百万円
減損損失 1,140百万円
資産除去債務 204百万円
資産調整勘定 47百万円
貸倒引当金 47百万円
その他 128百万円
小計 2,845百万円
評価性引当額 △920百万円

繰延税金資産合計 1,925百万円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 37百万円
前払年金費用 8百万円
建設協力金 16百万円

繰延税金負債合計 62百万円
繰延税金資産の純額 1,862百万円
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6.　リースにより使用する固定資産に関する注記
　貸借対照表に計上した固定資産のほか、店舗建物の一部については、所有権移転外ファイナンス・
リース契約により使用しております。

(1) 当事業年度の末日における取得原価相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び
期末残高相当額

（単位：百万円）

取得原価相当額 減価償却累計額
相 当 額

減損損失累計額
相 当 額 期末残高相当額

建 物 3,022 2,100 226 696

(2) 当事業年度の末日における未経過リース料相当額及びリース資産減損勘定期末残高
未経過リース料相当額
１年内 158百万円
１年超 816百万円
合計 975百万円

リース資産減損勘定期末残高 96百万円

(3) 当事業年度の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額
支払リース料 268百万円
リース資産減損勘定の取崩額 27百万円
減価償却費相当額 140百万円
支払利息相当額 66百万円

(4) 減価償却費相当額の算出方法
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法
　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法に
ついては、利息法によっております。
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7.　金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針
　当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入に
よっております。

②金融商品の内容及びそのリスク
　未収入金は、取引先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主として業務上の関係
を有する会社の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び建設協力金は、
主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金及び預り金は、１年以内の支払期日であります。短期借入金及び長期借
入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達であります。このうち一部は、変動金利であるた
め金利の変動リスクに晒されております。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動
性リスクを内包しておりますが、返済時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図って
おります。

③金融商品に係るリスク管理体制
(1)信用リスクの管理
　当社は、内部管理規程に従い、未収入金について、営業部門及び経理財務部門が取引先の状況
を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等
による回収懸念の早期把握や貸倒れリスクの軽減を図っております。
　敷金及び建設協力金の一部については、抵当権、質権を設定するなど保全措置を講じておりま
す。
(2)市場リスクの管理
　投資有価証券については、市場動向、時価及び発行体（取引先企業）の財務状況等を定期的に
モニタリングして経営陣に報告するとともに、保有状況を継続的に見直しております。
(3)資金調達に係る流動性リスクの管理
　当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に年度資金計画を作成・更新するととも
に、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該時価が異なることもあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項
2019年２月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。

貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円)
①現金及び預金 1,104 1,104 ―
②未収入金 4,624

貸倒引当金　※ △0
4,624 4,624 ―

③投資有価証券 115 115 ―
④敷金 3,537

貸倒引当金　※ △146
3,391 3,393 1

⑤建設協力金 835
貸倒引当金　※ △8

826 916 86
資産計 10,063 10,154 90

①買掛金 9,833 9,833 ―
②短期借入金 2,683 2,683 ―
③預り金 1,947 1,947 ―
④長期借入金 7,095 7,098 3

負債計 21,559 21,562 3
※個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産
①現金及び預金、②未収入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。

③投資有価証券
　これらの時価については、取引所の価格によっております。

④敷金、⑤建設協力金
　これらの時価については、合理的に見積もった償還予定時期に基づき、リスクフリー・レート
で割り引いた現在価値から貸倒引当金を控除して算定しております。なお、１年内回収予定の建
設協力金を含めております。
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負債
①買掛金、②短期借入金、③預り金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。
④長期借入金
　長期借入金の時価については、固定金利によるものは、リスクフリー・レートに信用リスクを加
味した額を再実行レートとみなし、元利金の合計額を割り引いて算定する方法によっております。
変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、また、当社の信用状態は実行後大きく
異なっていないことから、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によって
おります。

8.　賃貸等不動産に関する注記
(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社は、北海道内に賃貸用商業施設等（土地含む。）を所有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価

2,101 3,219
 

(注)1　貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額
であります。

2　当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金
額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。
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9.　関連当事者との取引に関する注記
(1) 兄弟会社等

（単位：百万円）

属　性 会社等
の名称

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

親会社の
子会社

イオンクレ
ジットサー
ビス㈱

―

営業取引
クレジット売掛 14,507

未収入金 2,731
クレジット割引 97
クレジット手数料 168

営業取引
電子マネー売掛 45,831
電子マネー手数料 697
電子マネー預り 37,100 預り金 1,861

親会社の
子会社

イ オ ン リ
テール㈱ ― 営業取引 商品仕入 9,077 買掛金 1,009

親会社の
子会社

イオントッ
プバリュ㈱ ― 営業取引 商品仕入 8,334 買掛金 893

親会社の
子会社

イ オ ン リ
カー㈱ ― 営業取引 商品仕入 3,543 買掛金 347

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注）1　クレジット及び電子マネー債権の回収、商品仕入は、一般的取引条件を参考に契約により決

定しております。
2　取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。

(2) 役員及び個人主要株主等
（単位：百万円）

属　性 会社等
の名称

議決権等
の 所 有
(被所有)
割 合

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

役員及びその
近親者が議決
権の過半数を
所有している
会社

㈱花生活
当社の役員
の近親者が
100％を直
接所有

営業取引 商品仕入 34 買掛金 2

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注）1　商品仕入は、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。

2　取引金額は消費税等抜きで表示し、残高は消費税等込みで表示しております。
3　当社代表取締役出戸信成の近親者が議決権の100％を直接所有しております。
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10.　１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 1,339.60円
(2) １株当たり当期純利益 65.58円

11.　重要な後発事象に関する注記
（当社及びイオン北海道株式会社の合併契約締結について）

当社及びイオン北海道株式会社は2018年10月10日開催の取締役会決議に基づき、イオン株式会社
は代表執行役の決定に基づき、当社とイオン北海道株式会社の経営統合に関する基本合意書を締結
し、本経営統合に関する協議を進めてまいりました。

本基本合意書に基づき、当社とイオン北海道株式会社は、2019年４月10日開催のそれぞれの取締
役会において、イオン北海道株式会社を吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合
併契約（以下、「本合併契約」といいます）を締結することを決議し、同日付で本合併契約を締結
いたしました。

１．合併の目的
　　本合併により、両社の経営資源やノウハウの共有化を推進し、当事者のシナジーの極大化を実現

することで、今まで以上に北海道に貢献できる企業に進化することを目指すことにより、北海道に
おける「ベストローカル」を実現する運営体制を構築し、「変化し続けるお客さまのニーズ」に、
多様なフォーマットでお応えできる事業基盤を確立し、北海道における市場シェア№１を実現させ
ることを目的としております。

２．合併の方法
　　イオン北海道株式会社を吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併

３．合併後の企業の名称
　　イオン北海道株式会社
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４．合併の時期

基本合意書締結日（両社） 2018年10月10日

定時株主総会基準日（両社） 2019年 2 月28日

合併に関する取締役会決議日（両社） 2019年 4 月10日

合併契約締結日（両社） 2019年 4 月10日
定時株主総会における合併契約承認決議
（当社） 2019年 5 月16日（予定）

定時株主総会における合併契約承認決議
（イオン北海道株式会社） 2019年 5 月21日（予定）

最終売買日（当社） 2020年 2 月26日（予定）

上場廃止日（当社） 2020年 2 月27日（予定）

合併の効力発生日 2020年 3 月 1 日（予定）

５．合併比率
(1) 株式の種類別の合併比率

　　イオン北海道株式会社は、当社の普通株式１株に対して、イオン北海道株式会社の普通株式4.80
株を割当て交付いたします。

ただし、本合併の効力発生日直前（基準時）に当社が保有する自己株式（2019年２月28日現在
29,525株）については本合併による株式の割当ては行いません。

なお、上記の合併比率は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社協議の上、
変更することがあります。
(2) 合併比率の算定方法

　　当社は株式会社ＡＧＳコンサルティングを、イオン北海道株式会社は山田コンサルティンググル
ープ株式会社をそれぞれ第三者算定機関として、また当社は岩田合同法律事務所を、イオン北海道
株式会社はアンダーソン・毛利・友常法律事務所をそれぞれリーガル・アドバイザーとして選定し、
当該第三者算定機関による算定結果及びリーガル・アドバイザーからの助言を参考に、かつ相手方
に対して実施したデューディリジェンスの結果等を踏まえて、それぞれの財務の状況、資産の状況、
将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両社の間で合併比率について慎重に交渉・協議を複数回
にわたり重ねた結果、本合併比率により本合併を行うことを決定し、合意いたしました。
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６．相手会社の概要（2019年２月期）

(1) 名称 イオン北海道株式会社

(2) 事業内容 総合小売業

(3) 売上高 1,857億96百万円

(4) 当期純利益 39億79百万円

(5) 総資産 1,011億40百万円

(6) 総負債 561億63百万円

(7) 純資産 449億76百万円

(8) 従業員数 1,382人
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会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2019年４月10日
マックスバリュ北海道株式会社

取　締　役　会　　御　中
有限責任監査法人　トーマツ
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松 村 浩 司 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 木 村 彰 夫 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、マックスバリュ北海道株式会社の2018
年３月１日から2019年２月28日までの第58期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び
その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明
細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監
査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ
いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
　重要な後発事象（当社及びイオン北海道株式会社の合併契約締結について）に記載されているとおり、
会社は2019年４月10日開催の取締役会において、イオン北海道株式会社を吸収合併存続会社、会社を吸
収合併消滅会社とする吸収合併契約を締結することを決議し、同日付で吸収合併契約を締結した。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成30年３月１日から平成31年２月28日までの第58期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。

1.　監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ
いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所
において業務及び財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必
要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロの判
断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について
検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10
月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いた
しました。
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2.　監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。

④　事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利
益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについて
の取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年４月９日

マックスバリュ北海道株式会社　監査役会
常 勤 監 査 役
(社 外 監 査 役 ) 福　岡　眞　人 ㊞
社 外 監 査 役 橋 本 昭 夫 ㊞
社 外 監 査 役
( 独 立 役 員 ) 吉 岡 征 雄 ㊞
社 外 監 査 役 芳 賀 直 人 ㊞

以　上
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新株予約権等に関する事項
(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況(2019年２月28日現在)

名称
（発行日） 区分 新株予約権

の数
新株予約権の目的と

なる株式の種類及び数 行使可能期間 権利行使に際して
出資される財産の価額

保有する
者の人数

第８回 (2014年度)
新株予約権

(2015年４月30日)

取締役
(社外取締役を除く) 75個 普通株式

7,500株
自 2015年５月31日
至 2030年５月30日

新株予約権１株
当たり１円 １名

第９回 (2015年度)
新株予約権

(2016年4月30日)

取締役
(社外取締役を除く) 75個 普通株式

7,500株
自 2016年５月31日
至 2031年５月30日

新株予約権１株
当たり１円 １名

第10回 (2016年度)
新株予約権

(2017年4月30日)

取締役
(社外取締役を除く) 85個 普通株式

8,500株
自 2017年５月31日
至 2032年５月30日

新株予約権１株
当たり１円 １名

第11回 (2017年度)
新株予約権

(2018年４月30日)

取締役
(社外取締役を除く) 85個 普通株式

8,500株
自 2018年５月31日
至 2033年５月30日

新株予約権１株
当たり１円 １名

(注) 新株予約権の割り当てを受けた者が新株予約権の行使をする条件は、当社の取締役または監査役の地位にあることであります。
ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとします。

(2) 当事業年度中に職務の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制
　当社は、内部統制システム構築の基本方針に関して下記の通り取締役会で決議しております。
（最終改定　2019年４月10日）

① 当該株式会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制

イ．職務の執行にあたっては、2003年４月に制定されたグループ共有の行動規範である「イオン
行動規範」を行動の基本とし、法令あるいは定款の違反を未然に防止する。

ロ．「コンプライアンス委員会」を設置し、代表取締役を委員長としてコンプライアンス経営の監
視、統制を確保する。

ハ．取締役及び使用人が他の取締役などの法令及び定款の違反行為を発見した場合は、ただちに監
査役会及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化する。

ニ．当社はグループ全従業員を対象としたイオン株式会社の内部通報制度に参加しており、法令遵
守の観点から、これに反する行為などを早期に発見し是正するため、当社に関連する事項は当
社の管理担当役員に報告される。

② 当該株式会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ．取締役会並びに経営執行会議の決定に関する記録については、取締役会規則などに則り、作成、

保存及び管理を行う。
ロ．職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む）その他の情報につき、これに関する資料と共に該

当する文書管理規程に基づいて、適切に保存し管理する。
ハ．個人情報保護については、グループ規程及び個人情報管理諸規程に基づき対応し管理する。

③ 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
イ．各部門の所管する以下のリスクについて、人命の安全と事業の継続を確保するための環境と体

制を整備する。
(ⅰ) 地震、洪水、火災、事故などの災害により重大な損失を被るリスク。
(ⅱ) 取締役及び使用人の不適切な業務の執行により販売活動に重大な支障を生じるリスク。
(ⅲ) その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク。

ロ．当社は災害、環境、コンプライアンス等に係る経営リスクについては、コンプライアンス委員
会及び担当部署において規則・業務手順書の制定・マニュアルの作成・配布及び研修などを実
施することにより全従業員に徹底する。
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ハ．全社的なリスクは総務部が統括し、各部署が所管するリスクは各部署の長が、リスク管理の状
況を把握し取締役会及びコンプライアンス委員会などにおいて定期的に報告し、分析、対策を
実施する。

ニ．社会秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、
反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、万一それらの勢力から不当要求事実などの
発生時には、警察当局・弁護士などとの緊密な連携により、組織全体として毅然とした態度で
法的手段を含め以下のように対応する。
(ⅰ) 不法不当な要求行為に対しては断固としてこれを拒否する。
(ⅱ) 株主権の行使に関し、財産上の利益を供与しない。
(ⅲ) 法令と企業倫理を守り、社会的責任を全うする。

④ 当該株式会社の取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われていることを確保するため
の体制

イ．当社は業務の有効性と効率性を図る観点から、経営に係る重要事項については、会社規程に従
い、各部門の会議、予算会議、開発会議、及び経営執行会議の審議を経て取締役会において決
定する。

ロ．取締役会及び経営執行会議での決定に基づく業務執行は、代表取締役のもと、取締役及び使用
人が迅速に遂行し、あわせて内部牽制機能の確立を図るため組織規程を定め、それぞれの職務
権限や職務責任を明確にし、適切な業務執行と能率の向上を図る。

ハ．取締役会の諮問機関として過半数は独立役員で構成される「独立役員会議」を設置する。「独
立役員会議」は取締役などの人事（選解任）、報酬などに関し取締役会の諮問に基づき検討の
上、審議・答申を行う。

ニ．会社方針に基づいて現場である店舗が適正に運営されているか、内部監査部門が定期的に監査
し取締役及び使用人並びに各部署の長に報告する。必要がある場合は、担当する取締役及び使
用人並びに各部署の長は是正処理を講ずる。

 

⑤ 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団に
おける業務の適正を確保するための体制

イ．当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第１項の職務を行
うべき者その他これらの者に相当する者（ハ及びニにおいて「取締役等」という。）の職務の
執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制。

ロ．当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制。
ハ．当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制。
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ニ．当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制。
(ⅰ) イオングループ各社の関係部門が定期的に担当者会議を開催し、法改正の動向並びに対応の

検討及び業務効率化に資する対処事例の水平展開などを進めている。ただし、独立性の観点
から具体的対応の決定については、各社の事情に応じて各社が自主決定するものとしてい
る。

(ⅱ) 当社としては、親会社の内部監査部門の定期的監査を受け入れ、コンプライアンス遵守状況
などに係る報告などを適宜受け取り、コンプライアンス体制を強化する体制をとっている。

(ⅲ) 親会社及び子会社、関係会社との賃貸借契約やプライベート商品の売買取引などの利益相反
取引については、一般取引条件と同様に交渉の上決定している。

 

⑥ 当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に
おける当該使用人に関する事項

イ．監査役がその業務を補助すべき使用人を必要とする時は、業務内容、期間などを決めて、適切
な使用人を確保するように取締役または取締役会に対して要請するものとする。

ロ．監査役の補助業務にあたる者は、その間は業務執行者から独立し監査役の指示に従い職務を行
うものとする。

⑦ 前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその業務を補助すべき使用人を選定した場合、その使用人の独立性を確保するため、監査
役は補助使用人の権限、属する組織、指揮命令権、人事異動及び人事評価などに対する監査役の事
前の同意権を明確にするものとする。

⑧ 当該監査役設置会社の監査役の第一号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事
項

当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事するものとす
る。

⑨ 次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
イ．当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告

をするための体制。
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ロ．当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法
第598条第１項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人またはこれらの
者から報告を受けたものが当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
(ⅰ) 取締役及び使用人は以下に定める事項について発見次第速やかに監査役に対し報告する。

ａ．当社の業務、財務に重大な影響及び損害を及ぼすおそれがある事実。
ｂ．当社の取締役及び使用人が法令または定款に違反する行為で重大なもの。
ｃ．内部通報制度にもたらされた通報の内容。
ｄ．会社の信用を大きく低下させたもの、またはそのおそれのあるもの。

(ⅱ) 経営の状況、事業の状況、財務の状況並びに内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプラ
イアンスの状況などは、取締役会などで定期的に報告する体制をとっている。

 

⑩ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制

イ．通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を定期的に監査役に報
告する。

ロ．内部通報窓口への通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査役
への通報を希望する場合は速やかに監査役へ通知する。

 

⑪ 当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手
続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する
事項

監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監
査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに関係部門により、当該費用また
は債務を処理する。

⑫ その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体
制

イ．監査役は、代表取締役及び取締役、並びに監査法人と、会社の課題、リスク、監査環境の整備、
監査上の重要課題について、それぞれ定期的に意見の交換を行うものとする。

ロ．前項に係らず、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることが
できるものとする。

ハ．監査役は内部監査部門などと連携体制が実効的に構築され、かつ運用されるよう取締役または
取締役会に対して体制の整備を要請するものとする。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度の、上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の主な概要は以下の通りであります。

① コンプライアンスに関する取組み
イ．グループ共有の行動規範である「イオン行動規範」に関する幹部社員向け研修及び一般社員向

け研修を実施し、「イオン行動規範」の浸透を図りました。
 

ロ．代表取締役を委員長とした「コンプライアンス委員会」を年間11回開催し、「勤怠管理」、
「内部通報制度案件」、「お客さまお申し出対応」、「店舗業務監査結果」、「リスクアセス
メントに基づく取組み」などの報告・討議を行いました。また取締役会において「ＣＳＲ関係
報告」を年間４回実施することでコンプライアンス経営の監視・強化に努めました。

② 情報の保存及び管理に関する取組み
イ．株主総会議事録、取締役会議事録及び計算書類等は、法令の定めに則り適切に保存しています。
ロ．経営執行会議議事録、決裁伺い書等の業務執行に係る重要書類は、文書管理規程の保存期間に

則り適切に保存しています。

③ リスク管理に対する取組み
イ．地震、洪水、火災等に備え、地震防災規程及び防犯規程に則り、行政機関及びグループ会社と

連携して総合地震防災訓練等を実施しました。
ロ．想定されるリスク項目を影響額、発生頻度により評価した「想定されるリスクのリスト」に基

づき取組み項目を設定し、重点管理しています。
ハ．店舗業務で発生しうるリスク項目を対象に、店舗の自主点検及び経営監査室による定例監査に

て、管理レベルを評価するとともに、イオングループ間との連携・情報共有を行い不備項目の
改善を実施しています。

④ 職務の適正性と効率性に関する取組み
イ．取締役会を年間12回開催し、法定決議事項、経営方針、予算の策定等の重要事項を決定すると

ともに、取締役間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。
ロ．取締役会の実効性評価について、外部機関によるアンケート形式での調査を実施しました。結

果については取締役会において議論し、抽出された課題を分析・評価しながら、更に取締役会
の実効性を高めるための改善に取り組んでいます。

ハ．通常の業務執行に関しては、経営執行会議を年間11回開催し審議するとともに、３本部体制に
よるコンパクトな組織と責任体制のもと、迅速な意思決定と業務執行を行いました。
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⑤ 監査役の職務の執行について
 

イ．監査役会を年間12回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行
状況、法令、定款等の遵守状況について監査しました。

ロ．監査役は必要に応じて、会計監査人と面談し、監査結果の報告を受けるとともに、経営上の重
要事項についての意見交換を実施しました。

ハ．監査役は、内部監査部門から定期的に監査状況の報告を受けるとともに、業務上の保管帳票の
査閲、取締役や従業員から聴取を行うことにより、業務の執行状況を直接的に確認しました。

 

ニ．監査役は、イオングループの監査役協議会に都度出席し、グループにおける経営上の諸問題、
国内の経営環境、監査上の留意点等について討議しました。

⑥ 内部監査の実施状況について
経営監査室は、監査計画に基づき、以下の監査及び評価を実施し、取締役会、監査役会、コンプラ
イアンス委員会等に報告を行いました。
(ⅰ) 店舗業務監査
(ⅱ) フォロー監査
(ⅲ) まいばすけっと店舗監査
(ⅳ) 財務報告に係る内部統制評価

会社の支配に関する基本方針
　当社は、親会社であるイオン株式会社、及びその子会社が所有する議決権の所有割合が50％を超えて
いることから、現時点では当社の財務及び事業の方針を支配する者の在り方に関する基本方針は、定め
をしておりません。
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
第41期（2018年３月１日から2019年２月28日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合 計

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計特 別 償 却

積 立 金
固 定 資 産
圧縮積立金

繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 6,100 14,176 14,176 2 165 22,617 22,785
事業年度中の変動額

特別償却積立金の取崩 － △2 2 －
固定資産圧縮積立金の取崩 － △6 6 －
剰余金の配当 － △1,794 △1,794
当期純利益 － 3,979 3,979
自己株式の処分 － △3 △3
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） － －

事業年度中の変動額合計 － － － △2 △6 2,190 2,181
当期末残高 6,100 14,176 14,176 － 159 24,807 24,966

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △361 42,701 △30 △30 121 42,792
事業年度中の変動額

特別償却積立金の取崩 － － －
固定資産圧縮積立金の取崩 － － －
剰余金の配当 △1,794 － △1,794
当期純利益 3,979 － 3,979
自己株式の処分 41 37 － 37
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） － △37 △37 0 △37

事業年度中の変動額合計 41 2,222 △37 △37 0 2,184
当期末残高 △319 44,923 △68 △68 121 44,976
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（ご参考）第40期（2017年３月１日から2018年２月28日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合 計

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計特 別 償 却

積 立 金
固 定 資 産
圧縮積立金

繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 6,100 14,176 14,176 5 171 17,190 17,367
事業年度中の変動額

特別償却積立金の取崩 － △2 2 －
固定資産圧縮積立金の取崩 － △6 6 －
剰余金の配当 － △1,055 △1,055
当期純利益 － 6,483 6,483
自己株式の処分 － △10 △10
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） － －

事業年度中の変動額合計 － － － △2 △6 5,426 5,418
当期末残高 6,100 14,176 14,176 2 165 22,617 22,785

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △400 37,244 21 21 121 37,387
事業年度中の変動額

特別償却積立金の取崩 － － －
固定資産圧縮積立金の取崩 － － －
剰余金の配当 △1,055 － △1,055
当期純利益 6,483 － 6,483
自己株式の処分 39 28 － 28
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） － △52 △52 △0 △52

事業年度中の変動額合計 39 5,457 △52 △52 △0 5,404
当期末残高 △361 42,701 △30 △30 121 42,792
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個 別 注 記 表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

①時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）を採用しております。

②時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。

⑵たな卸資産の評価基準及び評価方法
①商品

主として「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」第四に定める売価還元平均
原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用
しております。

②貯蔵品
最終仕入原価法を採用しております。

⑶固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
②無形固定資産

定額法を採用しております。なお、ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利
用期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

⑷引当金の計上基準
①貸倒引当金

貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額
を計上しております。

③役員業績報酬引当金
役員に対して支給する業績報酬の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担
額を計上しております。

④退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
づき計上しております。
(イ)退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
(ロ)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１年）による定
額法により費用処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一定の年数（９年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生
の翌事業年度から費用処理しております。

なお、当事業年度末において、年金資産の額が企業年金制度に係る退職給付債務を超えている当
該超過額460百万円を前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
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⑸消費税等の処理方法
　税抜方式によっております。

２．貸借対照表に関する注記
⑴有形固定資産の減価償却累計額 63,634百万円
⑵投資その他の資産に計上されている「長期債権」は、破産債権、再生債権、更生債権その他これら

に準ずる債権であります。
⑶関係会社に対する金銭債権債務額

親会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 15百万円
短期金銭債務 178百万円

３．損益計算書に関する注記
⑴関係会社との取引高

親会社との取引高
営業取引による取引高
　販売費及び一般管理費 316百万円

⑵受取保険金
　2018年９月に発生した北海道胆振東部地震による被害に対応するものであります。

⑶災害による損失
　2018年９月に発生した北海道胆振東部地震による被害に係る損失であります。その主な内容は
以下のとおりであります。

商品破損 848百万円
復旧に係る回復費用等 517百万円
その他 192百万円
合計 1,558百万円

⑷減損損失
　当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
①減損損失を認識した資産グループの概要

場 所 用 途 種 類 件数 金額(百万円)
道 央 地 区 店 舗 等 建 物 等 2 73
道 南 地 区 店 舗 等 土 地 及 び 建 物 等 1 78
道 北 地 区 店 舗 等 土 地 及 び 建 物 等 2 1,208
道 東 地 区 店 舗 等 土 地 及 び 建 物 等 1 46

②減損損失の認識に至った経緯
店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマイナス、または継続してマイナスとなる見込
みである資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別
損失に計上しております。

③減損損失の金額
種 類 金 額 ( 百 万 円 )

建 物 等 818
土 地 589

合 計 1,407
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④資産のグルーピングの方法
キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として店舗を基本単位とし、また遊休資産に
ついては物件単位ごとにグルーピングしております。

⑤回収可能価額の算定方法
資産グループの回収可能価額は、正味売却価額、または使用価値により測定しております。正味
売却価額は、土地等については不動産鑑定士による不動産鑑定評価基準または固定資産税評価額
等を基に算定した金額により評価しております。また、使用価値は将来キャッシュ・フローを
4.50％で割り引いて算定しております。

４．株主資本等変動計算書に関する注記
⑴発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当 事 業 年 度 期 首
株 式 数

当 事 業 年 度 増 加
株 式 数

当 事 業 年 度 減 少
株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

（株） （株） （株） （株）
発 行 済 株 式 普 通 株 式 106,211,086 - - 106,211,086
自 己 株 式 普 通 株 式 630,028 - 71,900 558,128

（注）自己株式の普通株式の減少71,900株は、ストックオプションの権利行使によるものであります。
⑵配当に関する事項

①配当金支払額
決　議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

2018年４月11日取締役会 普 通 株 式 1,794百万円 17円 2018年２月28日 2018年５月２日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決　議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日
2019年４月10日取締役会 普 通 株 式 1,267百万円 12円 2019年２月28日 2019年５月７日

⑶当事業年度末日における新株予約権に関する事項
発行日 目的となる株式の種類 目的となる株式の数

2010年４月30日 普通株式 15,000株
2011年４月30日 普通株式 15,000株
2012年４月30日 普通株式 12,800株
2013年４月30日 普通株式 16,000株
2014年４月30日 普通株式 23,500株
2015年４月30日 普通株式 39,500株
2016年４月30日 普通株式 31,000株
2017年４月30日 普通株式 46,200株
2018年４月30日 普通株式 37,700株

（注）権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。
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５．税効果会計に関する注記
⑴繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

①流動資産
繰延税金資産

賞与引当金 168 百万円
未払事業税等 200 百万円
その他 218 百万円
繰延税金資産合計 587 百万円
繰延税金資産の純額 587 百万円

②固定資産
繰延税金資産

貸倒引当金 473 百万円
減価償却超過額 289 百万円
減損損失 3,611 百万円
土地評価損 482 百万円
借地権償却 546 百万円
資産除去債務 350 百万円
その他 78 百万円
繰延税金資産小計 5,832 百万円
評価性引当額 3,412 百万円
繰延税金資産合計 2,419 百万円

繰延税金負債
前払年金費用 139 百万円
固定資産圧縮積立金 69 百万円
その他 37 百万円
繰延税金負債合計 247 百万円
繰延税金資産の純額 2,172 百万円

⑵法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 30.7 ％
（調整）
住民税均等割 1.8 ％
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 ％
評価性引当額の増減 3.1 ％
その他 0.0 ％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.8 ％
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６．リースにより使用する固定資産に関する注記
　オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
 １年内 130 百万円
 １年超 532 百万円

合計 663 百万円

７．金融商品に関する注記
⑴金融商品の状況に関する事項

当社は、事業を行うための資金運用については主として安全性の高い金融資産に限定し、資金調
達については銀行借入による調達を行っております。売掛金及び未収入金等の営業債権については、
取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状
況の悪化等による回収懸念の早期把握や貸倒リスクの軽減を図っております。

投資有価証券は主として業務上の関係を有する会社の株式であり、時価のある株式については、
四半期ごとに時価の把握を行っております。

差入保証金の一部については、抵当権を設定するなど保全措置を講じております。
借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、借入金に係る支払金利の変動リスクを回避

するため、長期借入金については固定金利での調達を行っております。
⑵金融商品の時価等に関する事項

2019年２月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん（（注）２．参照）。

貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

⑴現金及び預金 2,205 2,205 －
⑵売掛金 631 631 －
⑶未収入金 5,195 5,195 －
⑷投資有価証券
　　その他有価証券 243 243 －
⑸差入保証金（１年以内期限到来分を含む） 9,153
　　貸倒引当金 △832

8,320 8,347 26
資産計 16,596 16,623 26

⑴支払手形 624 624 －
⑵電子記録債務 2,533 2,533 －
⑶買掛金 15,087 15,087 －
⑷短期借入金 8,600 8,600 －
⑸未払金 3,347 3,347 －
⑹未払法人税等 2,049 2,049 －
⑺預り金 3,554 3,554 －
⑻設備関係支払手形 1,576 1,576 －
⑼長期借入金（１年以内返済予定分を含む） 5,525 5,533 8
⑽長期預り保証金（１年以内返済予定分を含む） 9,103 9,137 34

負債計 52,002 52,045 43
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
⑴現金及び預金、⑵売掛金、並びに⑶未収入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。

⑷投資有価証券
投資有価証券は株式であり、取引所の価格によっております。

⑸差入保証金
差入保証金の時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応す
るリスクフリー・レートで割り引いた現在価値から貸倒見積高を控除した価額によっておりま
す。貸倒懸念債権については、回収見込額に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は
決算日における貸借対照表計上額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該
価額をもって時価としております。

負債
⑴支払手形、⑵電子記録債務、⑶買掛金、⑷短期借入金、⑸未払金、⑹未払法人税等、⑺預り
金、並びに⑻設備関係支払手形

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。

⑼長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味し
た利率で割り引いた現在価値により算定しております。

⑽長期預り保証金
長期預り保証金の時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対
応するリスクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。

２．非上場株式（貸借対照表計上額100百万円）は市場価格がなく、時価を把握することが極め
て困難と認められることから「⑷投資有価証券」に含めておりません。

８．賃貸等不動産に関する注記
⑴賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、北海道において賃貸用の商業施設（土地を含む）を有しております。
⑵賃貸等不動産の時価に関する事項

貸借対照表計上額 時 価
9,303百万円 38,139百万円

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であ
ります。

２．当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指
標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。
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９．関連当事者との取引に関する注記
兄弟会社等

種 類 会社等の名称
議 決 権 等 の
所 有 (被 所 有 )
割 合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

(百万円)

取引により発生した
債権または債務
科目 期末残高

(百万円)
親会社の
子会社

イオンリテール
株式会社

（被所有）
 直接  0.4％

当 社 へ の
商 品 の 供 給

商 品 の 仕 入 14,962 買 掛 金 1,819

建 物 等 の 賃 借 建 物 等 の 賃 借
支 払 利 息

4,243
116

前払賃借料
差入保証金
未払賃借料

114
1,844

133
固 定 資 産 の 購 入 3,871 －

イオンクレジット
サービス株式会社

－ クレジット債権の
譲 渡 等

クレジット販売代金の
債権譲渡、電子マネー
利用代金等決済取引

96,441 未 収 入 金 1,977

電子マネーチャージ
代 金 等 決 済 取 引

62,991 預 り 金 9

イオントップバリュ
株式会社

－ 当 社 へ の
商 品 の 供 給

商 品 の 仕 入 10,762 買 掛 金 1,306

イオンディライト
株式会社

（被所有）
 直接  0.0％

当 社 施 設 の
メ ン テ ナ ン ス

固 定 資 産 の
購 入

1,322 未 払 金
設 備 関 係
支 払 手 形

126
799

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等は含まれ
ております。

　　２．取引条件ないし取引条件の決定方針等
①商品の仕入は、大量一括購入により価格交渉力を高めるため、当該会社の仕切価格で当該会社

より購入しているものであります。
②店舗賃借に関する条件は、一般取引条件と同様に近隣相場を参考に交渉のうえ、決定しており

ます。
③支払利息については、市場金利等を勘案して決定しております。
④クレジット販売代金の債権譲渡、電子マネー利用代金等決済取引及び電子マネーチャージ代金

等決済取引については、一般取引を参考に、契約により決定しております。
⑤固定資産の購入は、一般取引条件と同様に、提示された価格をもとに検討し、交渉のうえ決定

しております。

10．１株当たり情報に関する注記
⑴１株当たり純資産 424円 55銭
⑵１株当たり当期純利益 37円 68銭

11．重要な後発事象に関する注記
（当社及びマックスバリュ北海道株式会社の合併契約締結について）

当社及びマックスバリュ北海道株式会社は2018年10月10日開催の取締役会決議に基づき、イオン
株式会社は代表執行役の決定に基づき、当社とマックスバリュ北海道株式会社の経営統合に関する基
本合意書を締結し、本経営統合に関する協議を進めてまいりました。

－ 57 －

個別注記表



2019/04/18 21:38:23 / 18479453_イオン北海道株式会社_招集通知（Ｆ）

本基本合意書に基づき、当社とマックスバリュ北海道株式会社は、2019年４月10日開催のそれぞ
れの取締役会において、当社を吸収合併存続会社、マックスバリュ北海道株式会社を吸収合併消滅会
社とする吸収合併契約（以下、「本合併契約」といいます）を締結することを決議し、同日付で本合
併契約を締結いたしました。
⑴合併の目的

本合併により、両社の経営資源やノウハウの共有化を推進し、当事者のシナジーの極大化を実現
することで、今まで以上に北海道に貢献できる企業に進化することを目指すことにより、北海道に
おける「ベストローカル」を実現する運営体制を構築し、「変化し続けるお客さまのニーズ」に、
多様なフォーマットでお応えできる事業基盤を確立し、北海道における市場シェアＮo.１を実現さ
せることを目的としております。

⑵合併の方法
当社を吸収合併存続会社、マックスバリュ北海道株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併

⑶合併後企業の名称
イオン北海道株式会社

⑷合併の時期
基本合意書締結日（両社） 2018年10月10日
定時株主総会基準日（両社） 2019年２月28日
合併に関する取締役会決議日（両社） 2019年４月10日
合併契約締結日（両社） 2019年４月10日
定時株主総会における合併契約承認決議
（マックスバリュ北海道株式会社） 2019年５月16日（予定）
定時株主総会における合併契約承認決議（当社） 2019年５月21日（予定）
最終売買日（マックスバリュ北海道株式会社） 2020年２月26日（予定）
上場廃止日（マックスバリュ北海道株式会社） 2020年２月27日（予定）
合併の効力発生日 2020年３月１日（予定）
⑸合併比率

①株式の種類別の合併比率
マックスバリュ北海道株式会社の普通株式１株に対して、当社の普通株式４.80株を割当て交付い
たします。
ただし、本合併の効力発生日直前（基準時）にマックスバリュ北海道株式会社が保有する自己株
式（2019年２月28日現在29,525株）については本合併による株式の割当ては行いません。
なお、上記の合併比率は、算定の根拠となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両社協議の上、
変更することがあります。

②合併比率の算定方法
当社は山田コンサルティンググループ株式会社を、マックスバリュ北海道株式会社は株式会社Ａ
ＧＳコンサルティングをそれぞれ第三者算定機関として、また当社はアンダーソン・毛利・友常
法律事務所を、マックスバリュ北海道株式会社は岩田合同法律事務所をそれぞれリーガル・アド
バイザーとして選定し、当該第三者算定機関による算定結果及びリーガル・アドバイザーからの
助言を参考に、かつ相手方に対して実施したデューディリジェンスの結果等を踏まえて、それぞ
れの財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両社の間で合併比率に
ついて慎重に交渉・協議を複数回にわたり重ねた結果、本合併比率により本合併を行うことを決
定し、合意いたしました。
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⑹相手会社の概要（2019年2月期）
⑴名称 マックスバリュ北海道株式会社
⑵事業内容 スーパーマーケット事業
⑶売上高 1,274億99百万円
⑷当期純利益 4億53百万円
⑸総資産 372億78百万円
⑹総負債 279億33百万円
⑺純資産 93億45百万円
⑻従業員数 1,110人

⑺実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」に基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。

12．退職給付に関する注記
⑴採用している退職給付制度の概要

規約型確定給付年金制度及び確定拠出年金制度（一部前払い退職金を含む）を採用しております。

⑵確定給付制度
①退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 2,908 百万円
　勤務費用 159 百万円
　利息費用 16 百万円
　数理計算上の差異の発生額 33 百万円
　退職給付の支払額
　その他

△98 百万円
△84 百万円

退職給付債務の期末残高 2,934 百万円

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 3,486 百万円
　期待運用収益 104 百万円
　数理計算上の差異の発生額 △137 百万円
　事業主からの拠出額 124 百万円
　退職給付の支払額 △98 百万円
年金資産の期末残高 3,480 百万円
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③退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費
用の調整表
積立型制度の退職給付債務 2,934 百万円
年金資産 △3,480 百万円
未積立退職給付債務 △545 百万円
未認識数理計算上の差異 85 百万円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △460 百万円

退職給付引当金（△は前払年金費用） △460 百万円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △460 百万円

④退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 159 百万円
利息費用 16 百万円
期待運用収益 △104 百万円
数理計算上の差異の費用処理額 △97 百万円
確定給付制度に係る退職給付費用 △26 百万円

⑤年金資産に関する事項
(イ)年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は次のとおりであります。
債券 40 ％
株式 53 ％
その他 7 ％

合計 100 ％
(ロ)長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金
資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

⑥数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率　0.5％
長期期待運用収益率　3.0％

⑶確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、94百万円であります。
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13．資産除去債務に関する注記
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
⑴当該資産除去債務の概要

店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
⑵当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を不動産賃貸借契約期間等と見積り、割引率は0.195％～2.230％を使用して、資産
除去債務の金額を計算しております。

⑶当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 1,167 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 24 百万円
時の経過による調整額 16 百万円
その他の増減額（△は減少） △56 百万円
期末残高 1,152 百万円

以上
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